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程
の
一
部
改
正
…
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…
一
五

大
分
県
警
察
の
特
別
職
非
常
勤
職
員
及
び
会
計
年
度
任
用
職
員
の
管
理
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
…
一
五

　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
誤

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
付
け
大
分
県
報
号
外
（
三
〇
）
に
登
載
の
大
分
県
警
察
本
部
告
示
第
十
九

号
（
口
頭
に
よ
り
開
示
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
個
人
情
報
を
定
め
る
告
示
）
中
の
訂
正
…
…
…
…
…
一
六

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
付
け
大
分
県
報
号
外
（
六
九
）
に
登
載
の
大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
十
二
号

（
事
務
職
員
等
の
昇
任
選
考
考
査
等
に
関
す
る
規
程
の
制
定
）
中
の
訂
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
六

毎
週
　
火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）
　
発
行
人
　
大
　
分
　
県
　
　
編
集
　
三
恵
印
刷
株
式
会
社
　
　
（
定
価
　
一
箇
年
　
三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

　
大

分
県

警
察

国
有

物
品

管
理

規
則

等
の

一
部

を
改

正
す

る
規

則
を

こ
こ

に
公

布
す

る
。

　
　

令
和

３
年

３
月

31日

大
分

県
公

安
委

員
会

委
員

長
　

　
板

　
　

　
井

　
　

　
良

　
　

　
助

　

大
分

県
公

安
委

員
会

規
則

第
５

号

　
　

　
大
分
県
警
察
国
有
物
品
管
理
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
（

大
分

県
警

察
国

有
物

品
管

理
規

則
の

一
部

改
正

）

第
１
条

　
大

分
県

警
察

国
有

物
品

管
理

規
則

（
昭

和
39年

大
分

県
公

安
委

員
会

規
則

第
３

号
）

の
一

部
を

次

　
の

よ
う

に
改

正
す

る
。

　
　

第
11条

第
２

項
中

「
に

、
」

を
「

に
よ

り
、

」
に

、
「

に
そ

れ
ぞ

れ
押

印
す

る
」

を
「

に
よ

り
そ

れ
ぞ

　
れ

確
認

す
る

」
に

改
め

る
。

　
　

第
20条

中
「

、
後

任
の

物
品

管
理

職
員

と
と

も
に

記
名

し
て

押
印

し
」

及
び

「
し

、
こ

れ
に

記
名

し
て

　
押

印
」

を
削

る
。

　
　

第
１

号
様

式
か

ら
第

４
号

様
式

ま
で

の
規

定
中

「
㊞

」
を

「
（

記
載

者
名

）
」

に
改

め
る

。

　
　

第
５

号
様

式
中

「

を

使
用

職
員（

主
任

者
）氏

名
印

引
継

年
月

日
使

用
職

員（
主

任
者

）氏
名

印
引

継
年

月
日

」

「

に
、

使
用

職
員（

主
任

者
）氏

名
引

継
年

月
日

使
用

職
員（

主
任

者
）氏

名
引

継
年

月
日

」

「
「

年
　

月
　

日
使

用
職

員
印

　
　

年
　

月
　

日
　

　
（
公
安
委
規
則
）

○
公
安
委
員
会
規
則



令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外

二

を
に

、

「
物

　
　

品

供
用

員
印

」

」
」

を

「

に
改

め
る

。
物

　
　

品

供
用

員
氏

名
」

　
　

第
６

号
様

式
及

び
第

７
号

様
式

中
「

㊞
」

を
「

（
記

載
者

名
）

」
に

改
め

る
。

　
　

第
８

号
様

式
中

「
㊞

」
を

削
る

。

　
　

第
９

号
様

式
中

「
印

」
を

削
る

。

　
　

第
10号

様
式

中
「

㊞
」

を
削

る
。

　
　

第
12号

様
式

（
そ

の
２

）
中

「
受

領
印

」
を

「
受

領
者

名
」

に
改

め
る

。

　
　

第
13号

様
式

中
「

㊞
」

を
削

る
。

　
（

特
例

施
設

占
有

者
の

指
定

等
に

関
す

る
規

則
の

一
部

改
正

）

第
２
条

　
特

例
施

設
占

有
者

の
指

定
等

に
関

す
る

規
則

（
平

成
19年

大
分

県
公

安
委

員
会

規
則

第
21号

）
の

　
一

部
を

次
の

よ
う

に
改

正
す

る
。

　
　

第
１

号
様

式
中

「
㊞

」
を

削
る

。

　
（

大
分

県
公

安
委

員
会

聴
聞

等
手

続
規

則
の

一
部

改
正

）

第
３
条

　
大

分
県

公
安

委
員

会
聴

聞
等

手
続

規
則

（
平

成
８

年
大

分
県

公
安

委
員

会
規

則
第

５
号

）
の

一
部

　
を

次
の

よ
う

に
改

正
す

る
。

　
　

第
13条

第
１

項
及

び
第

３
項

中
「

、
主

宰
者

が
こ

れ
に

記
名

押
印

し
」

を
削

る
。

　
　

第
15条

第
３

項
中

「
、

こ
れ

に
記

名
押

印
し

」
を

削
る

。
　

　
（

大
分

県
公

安
委

員
会

が
保

有
す

る
個

人
情

報
の

保
護

等
に

関
す

る
規

則
の

一
部

改
正

）

第
４
条

　
大

分
県

公
安

委
員

会
が

保
有

す
る

個
人

情
報

の
保

護
等

に
関

す
る

規
則

（
平

成
18年

大
分

県
公

安

　
委

員
会

規
則

第
６

号
）

の
一

部
を

次
の

よ
う

に
改

正
す

る
。

　
　

第
４

条
第

２
号

ニ
中

「
及

び
法

人
で

あ
る

成
年

後
見

人
に

あ
っ

て
は

、
法

人
印

鑑
証

明
書

」
を

削
り

、

　
同

条
第

３
号

ハ
を

削
る

。

　
　

第
２

号
様

式
中

「
名

称
、

」
を

「
名

称
及

び
」

に
改

め
、

「
及

び
代

表
者

の
印

」
を

削
る

。

　
　

第
２

号
様

式
の

２
中

「
名

称
、

」
を

「
名

称
及

び
」

に
改

め
、

「
及

び
代

表
者

の
印

」
及

び
「

□
法

人

　
で

あ
る

代
理

人
に

あ
っ

て
は

、
法

人
印

鑑
証

明
書

」
を

削
る

。

　
　

第
12号

様
式

中
「

名
称

、
」

を
「

名
称

及
び

」
に

改
め

、
「

及
び

代
表

者
印

」
を

削
る

。

　
　

第
12号

様
式

の
２

中
「

名
称

、
」

を
「

名
称

及
び

」
に

改
め

、
「

及
び

代
表

者
の

印
」

及
び

「
□

法
人

　
で

あ
る

代
理

人
に

あ
っ

て
は

、
法

人
印

鑑
証

明
書

」
を

削
る

。

　
　

第
18号

様
式

中
「

名
称

、
」

を
「

名
称

及
び

」
に

改
め

、
「

及
び

代
表

者
印

」
を

削
る

。

　
　

第
18号

様
式

の
２

中
「

名
称

、
」

を
「

名
称

及
び

」
に

改
め

、
「

及
び

代
表

者
の

印
」

及
び

「
□

法
人

　
で

あ
る

代
理

人
に

あ
っ

て
は

、
法

人
印

鑑
証

明
書

」
を

削
る

。

　
（

大
分

県
公

安
委

員
会

審
査

請
求

手
続

規
則

の
一

部
改

正
）

第
５
条

　
大

分
県

公
安

委
員

会
審

査
請

求
手

続
規

則
（

平
成

28年
大

分
県

公
安

委
員

会
規

則
第

４
号

）
の

一

　
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。

　
　

第
１

号
様

式
及

び
第

２
号

様
式

中
「

㊞
」

を
削

る
。

　
（

質
屋

営
業

法
施

行
細

則
の

一
部

改
正

）

第
６
条

　
質

屋
営

業
法

施
行

細
則

（
平

成
６

年
大

分
県

公
安

委
員

会
規

則
第

14号
）

の
一

部
を

次
の

よ
う

に

　
改

正
す

る
。

　
　

第
１

号
様

式
（

そ
の

１
）

中
「

㊞
」

及
び

記
載

要
領

１
を

削
り

、
記

載
要

領
２

を
記

載
要

領
１

と
し

、

　
記

載
要

領
３

を
記

載
要

領
２

と
す

る
。

　
　

第
２

号
様

式
（

そ
の

１
）

中
「

㊞
」

及
び

記
載

要
領

１
を

削
り

、
記

載
要

領
２

を
記

載
要

領
１

と
し

、

　
記

載
要

領
３

を
記

載
要

領
２

と
し

、
記

載
要

領
４

を
記

載
要

領
３

と
し

、
記

載
要

領
５

を
記

載
要

領
４

と

　
す

る
。

　
　

第
３

号
様

式
（

そ
の

１
）

中
「

㊞
」

及
び

記
載

要
領

１
を

削
り

、
記

載
要

領
２

を
記

載
要

領
１

と
し

、

　
記

載
要

領
３

を
記

載
要

領
２

と
し

、
記

載
要

領
４

を
記

載
要

領
３

と
す

る
。

　
　

第
４

号
様

式
中

「
㊞

」
及

び
備

考
１

を
削

り
、

備
考

２
を

備
考

と
す

る
。

　
　

第
５

号
様

式
中

「
㊞

」
及

び
記

載
要

領
１

を
削

り
、

記
載

要
領

２
を

記
載

要
領

１
と

し
、

記
載

要
領

３

　
を

記
載

要
領

２
と

す
る

。

　
（

ツ
ー

シ
ョ

ッ
ト

ダ
イ

ヤ
ル

等
営

業
に

係
る

利
用

カ
ー

ド
の

自
動

販
売

機
設

置
の

届
出

等
に

関
す

る
規

則

　
の

一
部

改
正

）

第
７
条

　
ツ

ー
シ

ョ
ッ

ト
ダ

イ
ヤ

ル
等

営
業

に
係

る
利

用
カ

ー
ド

の
自

動
販

売
機

設
置

の
届

出
等

に
関

す
る

（
公
安
委
規
則
）



令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外

三

　
規

則
（

平
成

８
年

大
分

県
公

安
委

員
会

規
則

第
４

号
）

の
一

部
を

次
の

よ
う

に
改

正
す

る
。

　
　

第
１

号
様

式
、

第
２

号
様

式
及

び
第

３
号

様
式

中
「

印
」

を
削

る
。

　
（

大
分

県
暴

力
団

排
除

条
例

施
行

規
則

の
一

部
改

正
）

第
８
条

　
大

分
県

暴
力

団
排

除
条

例
施

行
規

則
（

平
成

23年
大

分
県

公
安

委
員

会
規

則
第

１
号

）
の

一
部

を

　
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。

　
　

第
２

号
様

式
、

第
３

号
様

式
、

第
７

号
様

式
、

第
８

号
様

式
、

第
1
0
号

様
式

及
び

第
1
1
号

様
式

中

　
「

㊞
」

を
削

る
。

　
（

確
認

事
務

の
委

託
の

手
続

等
に

関
す

る
細

則
の

一
部

改
正

）

第
９
条

　
確

認
事

務
の

委
託

の
手

続
等

に
関

す
る

細
則

（
平

成
18年

大
分

県
公

安
委

員
会

規
則

第
15号

）
の

　
一

部
を

次
の

よ
う

に
改

正
す

る
。

　
　

第
１

号
様

式
、

第
３

号
様

式
、

第
４

号
様

式
、

第
５

号
様

式
及

び
第

７
号

様
式

中
「

㊞
」

を
削

る
。

　
　

第
８

号
様

式
中

「
検

　
印

」
を

「
検

査
者

」
に

改
め

る
。

　
　

第
９

号
様

式
及

び
第

10号
様

式
中

「
㊞

」
を

削
る

。

　
　

第
11号

様
式

中
「

検
　

印
」

を
「

検
査

者
」

に
改

め
る

。

　
　

第
12号

様
式

か
ら

第
15号

様
式

ま
で

の
規

定
中

「
㊞

」
を

削
る

。

　
（

道
路

交
通

法
の

規
定

に
基

づ
く

意
見

の
聴

取
及

び
弁

明
の

機
会

の
付

与
に

関
す

る
細

則
の

一
部

改
正

）

第
1
0
条

　
道

路
交

通
法

の
規

定
に

基
づ

く
意

見
の

聴
取

及
び

弁
明

の
機

会
の

付
与

に
関

す
る

細
則

（
平

成
19

　
年

大
分

県
公

安
委

員
会

規
則

第
７

号
）

の
一

部
を

次
の

よ
う

に
改

正
す

る
。

　
　

第
１

号
様

式
か

ら
第

４
号

様
式

ま
で

の
規

定
、

第
６

号
様

式
及

び
第

７
号

様
式

中
「

㊞
」

を
削

る
。

　
　

　
附
　
則

　
（

施
行

期
日

）

１
　

こ
の

規
則

は
、

令
和

３
年

４
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。

　
（

経
過

措
置

）

２
　

こ
の

規
則

に
よ

る
改

正
前

の
様

式
（

次
項

に
お

い
て

「
旧

様
式

」
と

い
う

。
）

に
よ

り
使

用
さ

れ
て

い

　
る

書
類

は
、

当
分

の
間

、
こ

の
規

則
に

よ
る

改
正

後
の

様
式

に
よ

る
も

の
と

み
な

す
。

３
　

旧
様

式
に

よ
る

用
紙

に
つ

い
て

は
、

当
分

の
間

、
所

要
の

補
正

を
し

て
使

用
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
　

　
　

　
　

　

　
大

分
県

道
路

交
通

法
施

行
細

則
の

一
部

を
改

正
す

る
規

則
を

こ
こ

に
公

布
す

る
。

　
　

令
和

３
年

３
月

31日

大
分

県
公

安
委

員
会

委
員

長
　

　
板

　
　

　
井

　
　

　
良

　
　

　
助

　

大
分

県
公

安
委

員
会

規
則

第
６

号

　
　

　
大
分
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
大

分
県

道
路

交
通

法
施

行
細

則
（

昭
和

51年
大

分
県

公
安

委
員

会
規

則
第

２
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。

　
第

2
0
条

中
「

及
び

第
６

号
か

ら
第

８
号

ま
で

」
を

「
、

第
５

号
及

び
第

７
号

か
ら

第
９

号
ま

で
」

に
改

め
、

同
条

第
３

号
中

「
道

路
に

お
い

て
」

の
次

に
「

、
祭

礼
行

事
、

記
念

行
事

、
式

典
」

を
加

え
、

「
そ

の

他
集

団
行

進
」

を
「

、
集

団
行

進
」

に
、

「
を

す
る

こ
と

」
を

「
そ

の
他

こ
れ

ら
に

類
す

る
催

物
を

す
る

こ

と
」

に
改

め
、

同
条

中
第

９
号

を
第

10号
と

し
、

同
条

第
８

号
中

「
ひ

ん
ぱ

ん
」

を
「

頻
繁

」
に

改
め

、
同

号
を

同
条

第
９

号
と

し
、

同
条

中
第

７
号

を
第

８
号

と
し

、
第

４
号

か
ら

第
６

号
ま

で
を

１
号

ず
つ

繰
り

下

げ
、

第
３

号
の

次
に

次
の

１
号

を
加

え
る

。

　
⑷

　
道

路
に

お
い

て
、

拡
声

器
、

ラ
ジ

オ
、

テ
レ

ビ
ジ

ヨ
ン

、
映

写
機

等
を

備
え

付
け

た
車

両
等

に
よ

　
　

り
、

放
送

又
は

映
写

を
す

る
こ

と
。

　
別

表
第

２
の

県
道

鶴
崎

港
線

の
項

の
次

に
次

の
よ

う
に

加
え

る
。

県
道

大
分

空
港

線
国

東
市

武
蔵

町
糸

原
字

大
海

田
3656番

１
地

先
か

ら
国

東
市

武
蔵

町

糸
原

字
藤

ケ
迫

3550番
地

先
ま

で

　
別

表
第

２
の

臼
杵

市
道

江
無

田
黒

丸
線

の
項

の
次

に
次

の
よ

う
に

加
え

る
。

津
久

見
市

道
北

高
洲

区
画

線
１

号

津
久

見
市

高
洲

町
3824番

６
地

先
か

ら
津

久
見

市
高

洲
町

3824番
22

地
先

ま
で

　
別

表
第

２
の

佐
伯

市
道

臼
坪

女
島

線
の

項
中

「
佐

伯
市

中
村

東
町

1552番
１

地
先

」
を

「
佐

伯
市

字
岡

28

58番
１

」
に

改
め

る
。

　
　

　
附
　
則

　
こ

の
規

則
は

、
令

和
３

年
４

月
１

日
か

ら
施

行
す

る
。

　
　

　
　

　
　

　

　
放

置
違

反
金

に
係

る
納

付
命

令
、

督
促

、
滞

納
処

分
等

に
関

す
る

規
則

の
一

部
を

改
正

す
る

規
則

を
こ

こ

に
公

布
す

る
。

　
　

令
和

３
年

３
月

31日

大
分

県
公

安
委

員
会

委
員

長
　

　
板

　
　

　
井

　
　

　
良

　
　

　
助

　

大
分

県
公

安
委

員
会

規
則

第
７

号

　
　

　
放
置
違
反
金
に
係
る
納
付
命
令
、
督
促
、
滞
納
処
分
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

　
　
　
規
則

　
放

置
違

反
金

に
係

る
納

付
命

令
、

督
促

、
滞

納
処

分
等

に
関

す
る

規
則

（
平

成
18年

大
分

県
公

安
委

員
会

規
則

第
16号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
（
公
安
委
規
則
）



令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外

四

　
第

２
号

様
式

（
裏

）
中

「
第

51条
の

４
第

10項
」

を
「

第
51条

の
４

第
11項

」
に

改
め

る
。

　
第

４
号

様
式

（
表

）
中

「
（

表
）

」
及

び
「

、
裏

面
の

仮
納

付
金

返
還

請
求

書
記

載
要

領
に

従
っ

て
」

を

削
り

、
同

様
式

を
第

４
号

様
式

と
す

る
。

　
第

４
号

様
式

（
裏

）
を

削
る

。

　
第

５
号

様
式

を
次

の
よ

う
に

改
め

る
。

（
公
安
委
規
則
）

第第
５５
号号
様様
式式
（
第
４
条
関
係
）

仮仮
納納
付付
金金
返返
還還
請請
求求
書書

支
出
命
令
者

大
分
県
警
察
会
計
担
当
者

殿

年
月

日

〒
－

住
所

電
話

氏
名

仮
納
付
金
返
還
金

円
に
つ
い
て
、
下
記
の
私
名
義
の
口
座
に
振
込
み
の
取

扱
い
を
さ
れ
た
く
請
求
し
ま
す
。

記

１
振
込
先
金
融
機
関
店
舗
名

２
振
込
口
座
名
（
カ
タ
カ
ナ
）

（
普
通
・
当
座
）
口
座
番
号

照
会

先

大
分
県
警
察
本
部
交
通
部
交
通
指
導
課
駐
車
対
策
係

電
話

０
９
７
－
５
３
２
－
６
２
０
０

備
考
１

振
込
先
金
融
機
関
は
、
請
求
者
ご
本
人
の
口
座
に
限
り
ま
す
。

２
口
座
振
込
以
外
の
受
領
方
法
を
ご
希
望
の
方
は
、
上
記
照
会
先
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。



令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外

五

　
第

12号
様

式
中

「
㊞

」
を

削
る

。

　
第

21号
様

式
中

「
㊞

」
を

削
り

、
「

あ
て

」
を

「
宛

て
」

に
改

め
る

。

　
第

22号
様

式
（

表
）

中
「

（
表

）
」

及
び

「
、

裏
面

の
放

置
違

反
金

還
付

請
求

書
記

載
要

領
に

従
っ

て
」

を
削

り
、

同
様

式
を

第
22号

様
式

と
す

る
。

　
第

22号
様

式
（

裏
）

を
削

る
。

　
第

23号
様

式
を

次
の

よ
う

に
改

め
る

。

（
公
安
委
規
則
）

第第
22
33
号号
様様
式式
（
第
９
条
関
係
）放放
置置
違違
反反
金金
還還
付付
請請
求求
書書

支
出
命
令
者

大
分
県
知
事

殿

年
月

日

〒
－

住
所

電
話

氏
名

放
置
違
反
金
還
付
金

円
に
つ
い
て
、
下
記
の
私
名
義
の
口
座
に
振
込
み
の

取
扱
い
を
さ
れ
た
く
請
求
し
ま
す
。

記

１
振
込
先
金
融
機
関
店
舗
名

２
振
込
口
座
名
（
カ
タ
カ
ナ
）

（
普
通
・
当
座
）
口
座
番
号

照
会

先

大
分
県
警
察
本
部
交
通
部
交
通
指
導
課
駐
車
対
策
係

電
話

０
９
７
－
５
３
２
－
６
２
０
０

備
考
１

振
込
先
金
融
機
関
は
、
請
求
者
ご
本
人
の
口
座
に
限
り
ま
す
。

２
口
座
振
込
以
外
の
受
領
方
法
を
ご
希
望
の
方
は
、
上
記
照
会
先
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。



令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外

六

　
　
　
附
　
則

　
こ

の
規

則
は

、
令

和
３

年
４

月
１

日
か

ら
施

行
す

る
。

○
公
安
委
員
会
規
程

大
分
県
公
安
委
員
会
規
程
第
１
号

　
大

分
県

公
安

委
員

会
に

お
け

る
特

定
秘

密
の

保
護

に
関

す
る

規
程

（
平

成
2
6
年

大
分

県
公

安
委

員
会

規

程
第

１
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。

　
　

令
和

３
年

３
月

31日

大
分

県
公

安
委

員
会

委
員

長
　

板
　

井
　

良
　

助
　

　
第

19条
第

１
項

中
「

記
名

押
印

」
を

「
記

名
」

に
改

め
る

。

　
第

２
号

様
式

中
「

印
」

を
削

る
。

　
　

　
附
　
則

　
こ

の
規

程
は

、
令

和
３

年
４

月
１

日
か

ら
施

行
す

る
。

○
警

察

本

部

告

示

大
分
県
警
察
本
部
告
示
第
1
7
号

　
大

分
県

警
察

本
部

長
が

保
有

す
る

個
人

情
報

の
保

護
等

に
関

す
る

規
程

（
平

成
1
8
年

大
分

県
警

察
本

部

告
示

第
17号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。

　
　

令
和

３
年

３
月

31日

大
分

県
警

察
本

部
長

　
竹

　
迫

　
宜

　
哉

　

　
第

４
条

第
２

号
ニ

中
「

及
び

法
人

で
あ

る
成

年
後

見
人

に
あ

っ
て

は
、

法
人

印
鑑

証
明

書
」

を
削

り
、

同
条

第
３

号
ハ

を
削

る
。

　
第

２
号

様
式

中
「

名
称

、
」

を
「

名
称

及
び

」
に

改
め

、
「

及
び

代
表

者
の

印
」

を
削

る
。

　
第

２
号

様
式

の
２

中
「

名
称

、
」

を
「

名
称

及
び

」
に

改
め

、
「

及
び

代
表

者
の

印
」

及
び

「
□

法
人

で
あ

る
代

理
人

に
あ

っ
て

は
、

法
人

印
鑑

証
明

書
」

を
削

る
。

　
第

12号
様

式
中

「
名

称
、

」
を

「
名

称
及

び
」

に
改

め
、

「
及

び
代

表
者

印
」

を
削

る
。

　
第

1
2
号

様
式

の
２

中
「

名
称

、
」

を
「

名
称

及
び

」
に

改
め

、
「

及
び

代
表

者
の

印
」

及
び

「
□

法
人

で
あ

る
代

理
人

に
あ

っ
て

は
、

法
人

印
鑑

証
明

書
」

を
削

る
。

　
第

18号
様

式
中

「
名

称
、

」
を

「
名

称
及

び
」

に
改

め
、

「
及

び
代

表
者

印
」

を
削

る
。

　
第

1
8
号

様
式

の
２

中
「

名
称

、
」

を
「

名
称

及
び

」
に

改
め

、
「

及
び

代
表

者
の

印
」

及
び

「
□

法
人

で
あ

る
代

理
人

に
あ

っ
て

は
、

法
人

印
鑑

証
明

書
」

を
削

る
。

　
　

　
附
　
則

　
（

施
行

期
日

）

１
　

こ
の

告
示

は
、

令
和

３
年

４
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。

　
（

経
過

措
置

）

２
　

こ
の

告
示

に
よ

る
改

正
前

の
様

式
（

次
項

に
お

い
て

「
旧

様
式

」
と

い
う

。
）

に
よ

り
使

用
さ

れ
て

い

　
る

書
類

は
、

当
分

の
間

、
こ

の
告

示
に

よ
る

改
正

後
の

様
式

に
よ

る
も

の
と

み
な

す
。

３
　

旧
様

式
に

よ
る

用
紙

に
つ

い
て

は
、

当
分

の
間

、
所

要
の

補
正

を
し

て
使

用
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

○
警

察

本

部

訓

令

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
９
号

警
　

察
　

本
　

部
　

警
　

察
　

学
　

校
　

警
　

　
察

　
　

署
　

　
警

察
官

の
職

務
に

協
力

援
助

し
た

者
の

災
害

給
付

の
実

施
に

関
す

る
規

程
等

の
一

部
を

次
の

よ
う

に
改

正

す
る

。

　
　

令
和

３
年

３
月

31日

大
分

県
警

察
本

部
長

　
竹

　
迫

　
宜

　
哉

　

　
（

警
察

官
の

職
務

に
協

力
援

助
し

た
者

の
災

害
給

付
の

実
施

に
関

す
る

規
程

の
一

部
改

正
）

第
１
条

　
警

察
官

の
職

務
に

協
力

援
助

し
た

者
の

災
害

給
付

の
実

施
に

関
す

る
規

程
（

昭
和

30年
大

分
県

警

　
察

本
部

訓
令

第
２

号
）

の
一

部
を

次
の

よ
う

に
改

正
す

る
。

　
　

第
５

条
第

２
項

中
「

介
護

請
求

書
」

を
「

介
護

給
付

請
求

書
」

に
改

め
る

。

　
　

第
17条

第
１

項
中

第
２

号
を

削
り

、
第

３
号

を
第

２
号

と
し

、
第

４
号

を
第

３
号

と
し

、
第

５
号

を
第

　
４

号
と

す
る

。

　
　

第
１

号
様

式
中

「
㊞

」
を

削
る

。

　
　

第
３

号
様

式
中

「
㊞

」
及

び
（

注
）

２
を

削
り

、
（

注
）

３
を

（
注

）
２

と
し

、
（

注
）

４
を

（
注

）

　
３

と
し

、
（

注
）

５
を

（
注

）
４

と
し

、
（

注
）

６
を

（
注

）
５

と
す

る
。

　
　

第
４

号
様

式
中

「
㊞

」
及

び
（

注
）

２
を

削
り

、
（

注
）

３
を

（
注

）
２

と
し

、
（

注
）

４
を

（
注

）

　
３

と
し

、
（

注
）

５
を

（
注

）
４

と
す

る
。

　
　

第
４

号
様

式
の

２
中

「
㊞

」
及

び
（

注
）

２
を

削
り

、
（

注
）

３
を

（
注

）
２

と
し

、
（

注
）

４
を

　
（

注
）

３
と

す
る

。

（
公
安
委
規
則
・
公
安
委
規
程
・
警
察
本
部
告
示
・
警
察
本
部

　
訓
令
）



令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外

七

　
　

第
５

号
様

式
、

第
６

号
様

式
及

び
第

７
号

様
式

中
「

㊞
」

及
び

（
注

）
２

を
削

り
、

（
注

）
１

を

　
（

注
）

と
す

る
。

　
　

第
８

号
様

式
中

「
㊞

」
及

び
（

注
）

２
を

削
り

、
（

注
）

３
を

（
注

）
２

と
し

、
（

注
）

４
を

（
注

）

　
３

と
し

、
（

注
）

５
を

（
注

）
４

と
す

る
。

　
　

第
９

号
様

式
の

２
中

「
㊞

」
及

び
（

注
）

２
を

削
り

、
（

注
）

３
を

（
注

）
２

と
し

、
（

注
）

４
を

　
（

注
）

３
と

す
る

。

　
　

第
10号

様
式

中
「

㊞
」

及
び

（
注

）
２

を
削

り
、

（
注

）
３

を
（

注
）

２
と

し
、

（
注

）
４

を
（

注
）

　
３

と
し

、
（

注
）

５
を

（
注

）
４

と
す

る
。

　
　

第
11号

様
式

中
「

㊞
」

及
び

（
注

）
２

を
削

り
、

（
注

）
３

を
（

注
）

２
と

す
る

。

　
　

第
11号

様
式

の
３

及
び

第
11号

様
式

の
４

中
「

㊞
」

及
び

（
注

）
３

を
削

る
。

　
　

第
13号

様
式

中
「

㊞
」

及
び

（
注

）
２

を
削

り
、

（
注

）
３

を
（

注
）

２
と

す
る

。

　
　

第
1
4
号

様
式

の
２

及
び

第
1
5
号

様
式

中
「

㊞
」

及
び

（
注

）
２

を
削

り
、

（
注

）
３

を
（

注
）

２
と

　
し

、
（

注
）

４
を

（
注

）
３

と
す

る
。

　
　

第
19号

様
式

中
「

㊞
」

及
び

注
２

を
削

り
、

注
３

を
注

２
と

す
る

。

　
　

第
19号

様
式

の
２

中
「

㊞
」

及
び

注
２

を
削

り
、

注
３

を
注

２
と

し
、

注
４

を
注

３
と

し
、

注
５

を
注

　
４

と
す

る
。

　
　

第
19号

様
式

の
３

中
「

㊞
」

及
び

注
２

を
削

り
、

注
３

を
注

２
と

し
、

注
４

を
注

３
と

す
る

。

　
　

第
20号

様
式

中
「

第
12条

」
を

「
第

12条
の

２
」

に
改

め
る

。

　
　

第
21号

様
式

中
「

㊞
」

及
び

（
注

）
２

を
削

り
、

（
注

）
３

を
（

注
）

２
と

し
、

（
注

）
４

を
（

注
）

　
３

と
す

る
。

　
　

第
22号

様
式

中
「

㊞
」

及
び

（
注

）
２

を
削

り
、

（
注

）
１

を
（

注
）

と
す

る
。

　
　

第
23号

様
式

中
「

㊞
」

を
削

り
、

同
様

式
中

の
（

注
）

１
中

「
氏

名
を

記
載

し
及

び
押

印
す

る
こ

と
に

　
代

え
て

署
名

す
る

こ
と

が
で

き
る

」
を

「
※

印
の

欄
に

は
記

入
し

な
い

こ
と

」
に

改
め

る
。

　
　

第
24号

様
式

中
「

㊞
」

及
び

（
注

）
１

を
削

り
、

（
注

）
２

を
（

注
）

１
と

し
、

（
注

）
３

を
（

注
）

　
２

と
す

る
。

　
（

大
分

県
警

察
に

お
け

る
処

務
に

関
す

る
訓

令
の

一
部

改
正

）

第
２
条

　
大

分
県

警
察

に
お

け
る

処
務

に
関

す
る

訓
令

（
昭

和
46年

大
分

県
警

察
本

部
訓

令
第

12号
）

の
一

　
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。

　
　

第
２

号
様

式
中

「
㊞

」
を

削
る

。

「
「

印
備

考
備

考

　
　

第
３

号
様

式
中

を
に

改
め

る
。

」
」

　
　

第
５

号
様

式
及

び
第

７
号

様
式

中
「

㊞
」

を
削

る
。

　
　

第
９

号
様

式
及

び
第

11号
様

式
中

「
印

」
を

削
る

。

　
（

職
員

の
特

殊
勤

務
手

当
支

給
規

程
の

一
部

改
正

）

第
３
条

　
職

員
の

特
殊

勤
務

手
当

支
給

規
程

（
昭

和
54年

大
分

県
警

察
本

部
訓

令
第

16号
）

の
一

部
を

次
の

　
よ

う
に

改
正

す
る

。「
「

　
　

第
２

号
様

式
中

作
業

確
認

者
印

」

を
作

業
確

認
者

」

に
改

め
る

。

　
（

大
分

県
警

察
に

お
け

る
巡

査
長

の
選

考
に

関
す

る
訓

令
の

一
部

改
正

）

第
４
条

　
大

分
県

警
察

に
お

け
る

巡
査

長
の

選
考

に
関

す
る

訓
令

（
平

成
５

年
大

分
県

警
察

本
部

訓
令

第
12

　
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。

　
　

別
記

様
式

中
「

平
成

　
　

年
　

　
月

　
　

日
」

を
「

　
　

　
　

年
　

　
月

　
　

日
」

に
改

め
、

「
㊞

」

　
を

削
る

。

　
（

職
員

の
休

日
休

暇
及

び
勤

務
時

間
等

に
関

す
る

条
例

施
行

規
程

の
一

部
改

正
）

第
５
条

　
職

員
の

休
日

休
暇

及
び

勤
務

時
間

等
に

関
す

る
条

例
施

行
規

程
（

平
成

７
年

大
分

県
警

察
本

部
訓

　
令

甲
第

16号
）

の
一

部
を

次
の

よ
う

に
改

正
す

る
。

　
　

第
４

条
第

１
項

第
２

号
中

「
第

５
項

第
２

号
」

を
「

第
４

項
第

２
号

」
に

改
め

る
。

　
　

第
５

条
中

「
第

３
条

各
号

」
を

「
第

３
条

第
１

項
各

号
」

に
改

め
る

。

「
「

　
　

第
１

号
様

式
中

指
定

権

者
の

印
を

指
定

権
者

に
、

（
警
察
本
部
訓
令
）



令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外

八

」
」

　
「

「

職
員

の
意

向

（
本

人
印

）

」

を
職

員
の

意
向

確
　

　
　

認

」

に
改

め
る

。

　
　

第
２

号
様

式
及

び
第

５
号

様
式

中
「

㊞
」

を
削

る
。

　
　

第
６

号
様

式
中

「
印

」
を

削
る

。

　
　

第
６

号
様

式
の

２
中

「
氏

　
名

　
　

　
　

　
　

　
　

印
」

を
「

氏
　

名
　

　
　

　
　

　
　

　
　

」
に

改

　
め

る
。

　
　

第
６

号
様

式
の

３
中

「
㊞

」
を

削
る

。

「
「

　
　

第
７

号
様

式
中

指
定

・
割

振
権

者
印

」
を

指
定

・
割

振
権

者
」

に
改

め
る

。

「
「

　
　

第
８

号
様

式
中

指
定

・

割
振

権

者
印

」

を

指
定

・

割
振

権

者
」

に
改

め
る

。

　
　

第
８

号
様

式
の

２
、

第
８

号
様

式
の

３
及

び
第

10号
様

式
中

「
印

」
を

削
る

。

　
　

第
11号

様
式

中
「

印
」

を
削

る
。

　
　

第
12号

様
式

中
「

印
」

を
削

る
。

「
「

　
　

第
13号

様
式

中
本

人
印

」

を
本

人

」

に
改

め
る

。

　
（

大
分

県
警

察
職

員
身

分
証

明
書

規
程

の
一

部
改

正
）

第
６
条

　
大

分
県

警
察

職
員

身
分

証
明

書
規

程
（

平
成

８
年

大
分

県
警

察
本

部
訓

令
甲

第
７

号
）

の
一

部
を

　
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。

　
　

第
１

号
様

式
中

「
印

」
を

削
る

。

　
　

第
２

号
様

式
中

「
㊞

」
を

削
る

。

　
（

大
分

県
警

察
希

望
降

任
取

扱
規

程
の

一
部

改
正

）

第
７
条

　
大

分
県

警
察

希
望

降
任

取
扱

規
程

（
平

成
17年

大
分

県
警

察
本

部
訓

令
甲

第
11号

）
の

一
部

を
次

　
の

よ
う

に
改

正
す

る
。

　
　

第
１

号
様

式
中

「
印

」
を

削
る

。

　
　

第
２

号
様

式
中

「
印

」
を

削
る

。

　
（

大
分

県
警

察
が

保
有

す
る

個
人

情
報

の
開

示
等

に
関

す
る

事
務

取
扱

規
程

の
一

部
改

正
）

第
８
条

　
大

分
県

警
察

が
保

有
す

る
個

人
情

報
の

開
示

等
に

関
す

る
事

務
取

扱
規

程
（

平
成

18年
大

分
県

警

　
察

本
部

訓
令

甲
第

11号
）

の
一

部
を

次
の

よ
う

に
改

正
す

る
。

　
　

第
８

条
第

１
項

第
２

号
エ

中
「

及
び

法
人

成
年

後
見

人
に

あ
っ

て
は

法
人

印
鑑

証
明

書
」

を
削

り
、

同

　
項

第
３

号
中

ウ
を

削
る

。

　
　

第
11条

第
１

項
第

２
号

、
第

25条
第

１
項

第
２

号
及

び
第

33条
第

１
項

第
２

号
中

「
、

代
表

者
の

印
鑑

　
が

押
印

さ
れ

」
を

削
る

。

　
　

別
表

中
13を

削
り

、
14を

13と
す

る
。

　

　
（

大
分

県
警

察
職

員
の

人
事

記
録

に
関

す
る

規
程

の
一

部
改

正
）

第
９
条

　
大

分
県

警
察

職
員

の
人

事
記

録
に

関
す

る
規

程
（

平
成

24年
大

分
県

警
察

本
部

訓
令

第
７

号
）

の

　
一

部
を

次
の

よ
う

に
改

正
す

る
。

「
「

　
　

第
３

号
様

式
中

本
　

人

確
認

印
」

を
本

　
人

確
　

認
」

に
改

め
る

。

「
「

　
　

第
４

号
様

式
中

印
」

を
本

人
確

認
」

に
改

め
る

。

　
　

第
６

号
様

式
中

「
㊞

」
を

削
る

。

　
（

大
分

県
警

察
条

件
付

採
用

期
間

中
の

職
員

の
免

職
及

び
降

任
の

取
扱

い
に

関
す

る
規

程
の

一
部

改
正

）

第
1
0
条

　
大

分
県

警
察

条
件

付
採

用
期

間
中

の
職

員
の

免
職

及
び

降
任

の
取

扱
い

に
関

す
る

規
程

（
平

成
26

　
年

大
分

県
警

察
本

部
訓

令
第

７
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。

　
　

第
２

号
様

式
中

「
印

」
を

削
る

。

　
　

第
３

号
様

式
中

「
印

」
を

削
る

。

　
　

第
４

号
様

式
中

「
印

」
を

削
る

。

　
　

第
９

号
様

式
及

び
第

10号
様

式
中

「
印

」
を

削
る

。

　
　

第
12号

様
式

中
「

氏
名

　
　

　
　

　
印

」
を

「
氏

名
　

　
　

　
　

　
」

に
改

め
る

。

　
　

第
13号

様
式

中
「

の
署

名
押

印
欄

」
を

削
る

。

　
　

第
15号

様
式

及
び

第
16号

様
式

中
「

印
」

を
削

る
。

　
　

第
17号

様
式

中
「

印
」

を
削

る
。

　
（

大
分

県
警

察
職

員
分

限
取

扱
規

程
の

一
部

改
正

）

（
警
察
本
部
訓
令
）



令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外

九

第
1
1
条

　
大

分
県

警
察

職
員

分
限

取
扱

規
程

（
令

和
２

年
大

分
県

警
察

本
部

訓
令

第
６

号
）

の
一

部
を

次
の

　
よ

う
に

改
正

す
る

。

　
　

第
１

号
様

式
中

「
印

」
を

削
る

。

　
　

第
２

号
様

式
中

「
印

」
を

削
る

。

　
　

第
４

号
様

式
及

び
第

５
号

様
式

中
「

印
」

を
削

る
。

　
　

第
８

号
様

式
、

第
９

号
様

式
、

第
12号

様
式

及
び

第
13号

様
式

中
「

印
」

を
削

る
。

　
　

第
15号

様
式

中
「

氏
名

　
　

　
　

　
印

」
を

「
氏

名
　

　
　

　
　

　
」

に
改

め
る

。

　
　

第
16号

様
式

中
「

の
署

名
押

印
欄

」
を

削
る

。

　
　

第
18号

様
式

及
び

第
19号

様
式

中
「

印
」

を
削

る
。

　
　

第
20号

様
式

中
「

印
」

を
削

る
。

　
　

第
21号

様
式

中
「

印
」

を
削

る
。

　
　

第
22号

様
式

中
「

印
」

を
削

る
。

　
（

大
分

県
地

方
警

察
職

員
懲

戒
取

扱
規

程
の

一
部

改
正

）

第
1
2
条

　
大

分
県

地
方

警
察

職
員

懲
戒

取
扱

規
程

（
昭

和
29年

大
分

県
警

察
本

部
訓

令
第

21号
）

の
一

部
を

　
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。

　
　

第
３

号
様

式
中

「
印

」
を

削
る

。

　
　

第
６

号
様

式
中

「
㊞

」
を

削
る

。

　
（

大
分

県
警

察
職

員
の

職
務

執
行

に
伴

う
被

害
補

償
に

関
す

る
訓

令
の

一
部

改
正

）

第
1
3
条

　
大

分
県

警
察

職
員

の
職

務
執

行
に

伴
う

被
害

補
償

に
関

す
る

訓
令

（
昭

和
37年

大
分

県
警

察
本

部

　
訓

令
第

28号
）

の
一

部
を

次
の

よ
う

に
改

正
す

る
。

　
　

第
１

号
様

式
中

「
印

」
を

削
る

。

　
（

大
分

県
警

察
に

お
け

る
特

定
秘

密
の

保
護

に
関

す
る

規
程

の
一

部
改

正
）

第
1
4
条

　
大

分
県

警
察

に
お

け
る

特
定

秘
密

の
保

護
に

関
す

る
規

程
（

平
成

26年
大

分
県

警
察

本
部

訓
令

第

　
21号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。

　
　

第
23条

第
１

項
中

「
記

名
押

印
」

を
「

記
名

」
に

改
め

る
。

　
　

第
10号

様
式

中
「

印
」

を
削

る
。

　
　

第
1
3
号

様
式

及
び

第
1
6
号

様
式

中
「

平
成

　
　

年
　

　
月

　
　

日
」

を
「

　
　

　
　

年
　

　
月

　
　

　
日

」
に

改
め

る
。

　
　

　
附
　
則

　
（

施
行

期
日

）

１
　

こ
の

訓
令

は
、

令
和

３
年

４
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。

　
（

経
過

措
置

）

２
　

こ
の

訓
令

に
よ

る
改

正
前

の
様

式
（

次
項

に
お

い
て

「
旧

様
式

」
と

い
う

。
）

に
よ

り
使

用
さ

れ
て

い

　
る

書
類

は
、

当
分

の
間

、
こ

の
訓

令
に

よ
る

改
正

後
の

様
式

に
よ

る
も

の
と

み
な

す
。

３
　

旧
様

式
に

よ
る

用
紙

に
つ

い
て

は
、

当
分

の
間

、
所

要
の

補
正

を
し

て
使

用
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
　

　
　

　
　

　

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
1
0
号

警
　

　
察

　
　

署
　

　
駐

在
所

報
償

金
支

給
規

程
等

の
一

部
を

次
の

よ
う

に
改

正
す

る
。

　
　

令
和

３
年

３
月

31日

大
分

県
警

察
本

部
長

　
竹

　
迫

　
宜

　
哉

　

　
（

駐
在

所
報

償
金

支
給

規
程

の
一

部
改

正
）

第
１
条

　
駐

在
所

報
償

金
支

給
規

程
（

平
成

６
年

大
分

県
警

察
本

部
訓

令
甲

第
12号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う

　
に

改
正

す
る

。

　
　

第
１

号
様

式
及

び
第

２
号

様
式

中
「

㊞
」

及
び

「
印

」
を

削
る

。

　
（

保
護

取
扱

規
程

の
一

部
改

正
）

第
２
条

　
保

護
取

扱
規

程
（

昭
和

3
5
年

大
分

県
警

察
本

部
訓

令
第

1
7
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す

　
る

。

「
「

　
　

様
式

第
３

号
中

預
入

者
印

保
管

者
印

」
を

預
入

者
保

管
者

」
に

、

　
「

「
「

「
受

領
者

印
」

を
受

領
者

」
に

、
返

還
者

印
」

を
返

還
者

」
に

、

　
「

「

係
　

名

階
　

級
　

氏
　

名
 　

　
　

　
　

　
　

　
 印

」

を

係
　

名

階
　

級

氏
　

名

」

に
、

　
「

続
柄

（
機

関
名

）

氏
名

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
印

解除担当者

係
名

階
級

氏
名

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

印

」

を
　

　
「

（
警
察
本
部
訓
令
）



令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外

一
〇

続
柄

（
機

関
名

）

氏
名

解除担当者

係
名

階
級

氏
名

」

に
改

　
め

る
。

　
　

　
附
　
則

　
（

施
行

期
日

）

１
　

こ
の

訓
令

は
、

令
和

３
年

４
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。

　
（

経
過

措
置

）

２
　

こ
の

訓
令

に
よ

る
改

正
前

の
様

式
（

次
項

に
お

い
て

「
旧

様
式

」
と

い
う

。
）

に
よ

り
使

用
さ

れ
て

い

　
る

書
類

は
、

当
分

の
間

、
こ

の
訓

令
に

よ
る

改
正

後
の

様
式

に
よ

る
も

の
と

み
な

す
。

３
　

旧
様

式
に

よ
る

用
紙

に
つ

い
て

は
、

当
分

の
間

、
所

要
の

補
正

を
し

て
使

用
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
　

　
　

　
　

　

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
1
1
号

警
　

察
　

学
　

校
　

警
　

　
察

　
　

署
　

　
警

察
署

及
び

警
察

学
校

の
収

入
及

び
支

出
に

関
す

る
事

務
等

の
決

裁
規

程
（

平
成

21年
大

分
県

警
察

本
部

訓
令

第
11号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。

　
　

令
和

３
年

３
月

31日

大
分

県
警

察
本

部
長

　
竹

　
迫

　
宜

　
哉

　

　
別

表
第

１
の

１
の

表
の

２
の

項
の

か
い

長
の

欄
第

１
号

中
「

及
び

第
３

項
」

を
削

り
、

「
指

定
し

、
そ

の

旨
を

会
計

管
理

者
に

報
告

す
る

」
を

「
指

定
す

る
」

に
改

め
、

同
欄

第
３

号
中

「
及

び
第

５
項

」
を

削
り

、

「
任

免
し

、
会

計
管

理
者

に
報

告
す

る
」

を
「

任
免

す
る

」
に

改
め

、
同

欄
第

16号
中

「
確

認
印

を
押

印
」

を
「

確
認

」
に

改
め

、
同

表
の

５
の

項
の

か
い

長
の

欄
第

15号
中

「
第

４
条

（
Ａ

）
第

３
項

」
を

「
第

４
条

（
Ａ

）
第

４
項

」
に

改
め

、
同

欄
第

1
6
号

中
「

第
４

条
（

Ａ
）

第
４

項
」

を
「

第
４

条
（

Ａ
）

第
５

項
」

に
、

「
第

４
条

（
Ｂ

）
第

３
項

」
を

「
第

４
条

（
Ｂ

）
第

４
項

」
に

改
め

、
同

欄
第

98号
を

同
欄

第
103号

と
し

、
同

欄
第

9
7
号

中
「

第
4
6
条

第
６

項
」

を
「

第
5
0
条

第
６

項
」

に
改

め
、

同
号

を
同

欄
第

1
0
0
号

と

し
、

同
号

の
次

に
次

の
２

号
を

加
え

る
。

　
( 101)　

委
託

約
款

第
51条

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
損

害
の

賠
償

を
請

求
す

る
こ

と
。

　
( 102)　

委
託

約
款

第
51条

第
６

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
契

約
保

証
金

又
は

担
保

を
も

っ
て

違
約

金
に

充
当

　
　

　
す

る
こ

と
。

　
別

表
第

１
の

１
の

表
の

５
の

項
の

か
い

長
の

欄
第

96号
中

「
第

46条
第

３
項

」
を

「
第

50条
第

３
項

」
に

改
め

、
同

号
を

同
欄

第
99号

と
し

、
同

欄
第

94号
及

び
第

95号
を

削
り

、
同

欄
第

93号
中

「
瑕

疵
の

」
を

削

り
、

「
修

補
に

代
え

、
若

し
く

は
修

補
と

と
も

に
損

害
の

賠
償

」
を

「
代

替
物

の
引

渡
し

に
よ

る
履

行
の

追

完
」

に
改

め
、

同
号

を
同

欄
第

97号
と

し
、

同
号

の
次

に
次

の
１

号
を

加
え

る
。

　
( 98)　

委
託

約
款

第
42条

の
規

定
に

基
づ

き
、

履
行

の
催

告
を

す
る

こ
と

。

　
別

表
第

１
の

１
の

表
の

５
の

項
の

か
い

長
の

欄
中

第
92号

を
第

96号
と

し
、

第
78号

か
ら

第
91号

ま
で

を

４
号

ず
つ

繰
り

下
げ

、
同

欄
第

77号
中

「
及

び
第

２
項

」
及

び
「

請
求

し
、

又
は

通
常

必
要

と
さ

れ
る

履
行

期
間

に
満

た
な

い
履

行
期

間
へ

の
変

更
を

」
を

削
り

、
同

号
を

同
欄

第
81号

と
し

、
同

欄
中

第
76号

を
第

80

号
と

し
、

第
59号

か
ら

第
75号

ま
で

を
４

号
ず

つ
繰

り
下

げ
、

第
58号

を
第

61号
と

し
、

同
号

の
次

に
次

の

１
号

を
加

え
る

。

　
( 62)　

委
託

約
款

第
５

条
第

３
項

の
規

定
に

基
づ

き
、

受
注

者
の

業
務

委
託

料
債

権
の

譲
渡

に
つ

い
て

承

　
　

諾
す

る
こ

と
。

　
別

表
第

１
の

１
の

表
の

５
の

項
の

か
い

長
の

欄
第

57号
を

同
欄

第
60号

と
し

、
同

欄
第

56号
中

「
第

４
条

第
４

項
」

を
「

第
４

条
第

５
項

」
に

改
め

、
同

号
を

同
欄

第
5
9
号

と
し

、
同

欄
第

5
5
号

中
「

第
４

条
第

３

項
」

を
「

第
４

条
第

４
項

」
に

改
め

、
同

号
を

同
欄

第
58号

と
し

、
同

欄
中

第
54号

を
第

57号
と

し
、

第
53

号
を

第
56号

と
し

、
同

欄
第

52号
中

「
第

52条
第

７
項

」
を

「
第

55条
第

７
項

」
に

改
め

、
同

号
を

同
欄

第

53号
と

し
、

同
号

の
次

に
次

の
２

号
を

加
え

る
。

　
( 54)　

約
款

第
56条

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
損

害
の

賠
償

を
請

求
す

る
こ

と
。

　
( 55)　

約
款

第
5
6
条

第
６

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
契

約
保

証
金

又
は

担
保

を
も

っ
て

違
約

金
に

充
当

す
る

　
　

こ
と

。

　
別

表
第

１
の

１
の

表
の

５
の

項
の

か
い

長
の

欄
第

51号
を

削
り

、
同

欄
第

50号
中

「
第

47条
第

３
項

」
を

「
第

51条
第

３
項

」
に

改
め

、
同

号
を

同
欄

第
52号

と
し

、
同

欄
第

49号
中

「
第

47条
第

１
項

」
を

「
第

51

条
第

１
項

」
に

改
め

、
同

号
を

同
欄

第
51号

と
し

、
同

欄
第

48号
を

削
り

、
同

欄
第

47号
中

「
瑕

疵
の

」
を

削
り

、
「

修
補

に
代

え
、

若
し

く
は

修
補

と
と

も
に

損
害

の
賠

償
」

を
「

代
替

物
の

引
渡

し
に

よ
る

履
行

の

追
完

」
に

改
め

、
同

号
を

同
欄

第
49号

と
し

、
同

号
の

次
に

次
の

１
号

を
加

え
る

。

　
( 50)　

約
款

第
47条

の
規

定
に

基
づ

き
、

履
行

の
催

告
を

す
る

こ
と

。

　
別

表
第

１
の

１
の

表
の

５
の

項
の

か
い

長
の

欄
中

第
46号

を
第

48号
と

し
、

第
31号

か
ら

第
45号

ま
で

を

２
号

ず
つ

繰
り

下
げ

、
同

欄
第

30号
中

「
及

び
第

２
項

」
及

び
「

請
求

し
、

又
は

通
常

必
要

と
さ

れ
る

工
期

に
満

た
な

い
工

期
へ

の
変

更
を

」
を

削
り

、
同

号
を

同
欄

第
32号

と
し

、
同

欄
中

第
29号

を
第

31号
と

し
、

第
24号

か
ら

第
28号

ま
で

を
２

号
ず

つ
繰

り
下

げ
、

同
欄

第
23号

中
「

主
任

技
術

者
（

監
理

技
術

者
）

」
を

「
監

理
技

術
者

等
」

に
改

め
、

同
号

を
同

欄
第

25号
と

し
、

同
欄

中
第

22号
を

第
24号

と
し

、
第

21号
を

第

23号
と

し
、

第
20号

を
第

22号
と

し
、

第
19号

を
第

20号
と

し
、

同
号

の
次

に
次

の
１

号
を

加
え

る
。

（
警
察
本
部
訓
令
）
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(21)　

約
款

第
７

条
の

２
第

２
項

の
規

定
に

基
づ

き
、

社
会

保
険

等
未

加
入

建
設

業
者

を
下

請
契

約
の

相

　
　

手
方

と
す

る
こ

と
を

認
め

る
こ

と
。

　
別

表
第

１
の

１
の

表
の

５
の

項
の

か
い

長
の

欄
中

第
18号

の
次

に
次

の
１

号
を

加
え

る
。

　
⒆

　
約

款
第

５
条

第
３

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
受

注
者

の
請

負
代

金
債

権
の

譲
渡

に
つ

い
て

承
諾

す
る

こ

　
　

と
。

　
別

表
第

１
の

１
の

表
の

５
の

項
の

副
署

長
等

の
欄

第
１

号
中

「
基

づ
き

、
」

の
次

に
「

請
負

代
金

内
訳

書

及
び

」
を

加
え

、
同

欄
第

６
号

中
「

第
52条

第
４

項
」

を
「

第
55条

第
４

項
」

に
改

め
る

。

　
別

表
第

１
の

２
の

表
を

次
の

よ
う

に
改

め
る

。

２
　

事
前

決
裁

を
必

要
と

す
る

契
約

等
（

歳
入

）
の

決
裁

事
項

項
目

か
い

長
の

権
限

に
属

す
る

事
務

か
い

長

寄
附

金
の

受
納

全
額

収
入

の
原

因
と

な
る

契
約

等
（

公
有

財
産

及
び

工
事

の
受

託
に

係
る

も
の

を
除

く
。

）
の

締
結

、
変

更
及

び
解

除

全
額

行
政

財
産

の
貸

付
け

に
係

る
契

約
の

締
結

及
び

変
更

（
大

分
県

県
有

財
産

条
例

第
３

条
の

２
に

お
い

て
準

用
す

る
同

条
例

第
３

条
の

規
定

に
基

づ
き

、
無

償
又

は
時

価
よ

り
も

低
い

価
格

で
貸

し
付

け
る

場
合

を
除

く
。

）

貸
付

料
の

年
額

500万
円

未
満

工
事

の
受

託
に

係
る

収
入

の
原

因
と

な
る

契
約

等
の

締
結

、
変

更
及

び
解

除

8,000万
円

未
満

　
別

表
第

２
中

⑴
及

び
⑵

を
削

り
、

同
表

⑶
中

「
規

則
」

を
「

大
分

県
会

計
規

則
（

以
下

「
規

則
」

と
い

う
。

）
」

に
改

め
、

同
表

中
⑶

を
(1)と

し
、

⑷
か

ら
( 23)ま

で
を

２
ず

つ
繰

り
上

げ
る

。

　
　

　
附
　
則

　
こ

の
訓

令
は

、
令

和
３

年
４

月
１

日
か

ら
施

行
す

る
。

　
　

　
　

　
　

　

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
1
2
号

警
　

察
　

本
　

部
　

警
　

察
　

学
　

校
　

警
　

　
察

　
　

署
　

　
大

分
県

警
察

の
臨

時
的

任
用

職
員

の
管

理
に

関
す

る
訓

令
（

昭
和

43年
大

分
県

警
察

本
部

訓
令

第
21号

）

の
一

部
を

次
の

よ
う

に
改

正
す

る
。

　
　

令
和

３
年

３
月

31日

大
分

県
警

察
本

部
長

　
竹

　
迫

　
宜

　
哉

　

　
第

３
条

第
８

項
中

「
署

名
押

印
し

た
」

を
「

署
名

し
た

」
に

改
め

る
。

　
第

14条
の

２
第

１
項

中
「

臨
時

的
任

用
職

員
」

の
次

に
「

（
別

表
第

１
の

７
の

項
に

掲
げ

る
場

合
に

あ
つ

て
は

大
分

県
警

察
に

引
き

続
き

在
職

し
て

い
る

期
間

が
６

箇
月

以
上

の
臨

時
的

任
用

職
員

に
限

る
。

）
」

を

加
え

、
同

条
第

２
項

中
「

の
12の

項
及

び
13の

項
」

を
「

の
10の

項
」

に
改

め
、

同
項

た
だ

し
書

を
削

り
、

同
条

に
次

の
１

項
を

加
え

る
。

３
　

別
表

第
１

の
７

の
項

並
び

に
別

表
第

２
の

７
の

項
及

び
10の

項
に

掲
げ

る
場

合
に

あ
つ

て
は

、
１

時
間

　
を

単
位

と
し

て
使

用
し

た
休

暇
を

日
に

換
算

す
る

場
合

に
は

、
７

時
間

45分
を

も
つ

て
１

日
と

す
る

。

　
別

表
第

１
中

３
の

項
を

４
の

項
と

し
、

２
の

項
の

次
に

次
の

よ
う

に
加

え
る

。

３
　

風
水

震
火

災
そ

の
他

非
常

災
害

に
よ

る
交

通
遮

断
又

　
は

交
通

機
関

の
事

故
等

に
際

し
て

、
退

勤
途

上
に

お
け

　
る

身
体

の
危

険
を

回
避

す
る

た
め

勤
務

し
な

い
こ

と
が

　
や

む
を

得
な

い
と

認
め

ら
れ

る
場

合

必
要

と
認

め
ら

れ
る

日
又

は
時

間

　
別

表
第

１
に

次
の

よ
う

に
加

え
る

。

５
　

８
週

間
（

多
胎

妊
娠

の
場

合
に

あ
つ

て
は

、
1
4
週

　
間

）
以

内
に

出
産

す
る

予
定

の
女

性
職

員
が

申
し

出
た

　
場

合

出
産

日
ま

で
の

申
し

出
た

期
間

６
　

女
性

職
員

が
出

産
し

た
場

合
出

産
日

の
翌

日
か

ら
８

週
間

を
経

過

す
る

日
ま

で
の

期
間

（
出

産
後

６
週

間
を

経
過

し
た

職
員

か
ら

就
業

に
つ

い
て

請
求

が
あ

り
、

か
つ

、
医

師
が

支
障

が
な

い
と

認
め

た
と

き
を

除

く
。

）

７
　

義
務

教
育

終
了

前
の

子
（

職
員

の
休

日
休

暇
及

び
勤

　
務

時
間

等
に

関
す

る
条

例
（

昭
和

26年
大

分
県

条
例

第

　
35号

）
第

10条
第

１
項

第
２

号
の

表
の

備
考

２
及

び
職

任
用

期
間

に
お

い
て

５
日

（
義

務
教

育
終

了
前

の
子

を
２

人
以

上
養

育
す

る
場

合
に

あ
つ

て
は

、
10日

）
を

超
（
警
察
本
部
訓
令
）



令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外

一
二

　
員

の
休

日
休

暇
及

び
勤

務
時

間
等

に
関

す
る

条
例

施
行

　
規

則
（

昭
和

26年
大

分
県

規
則

第
40号

）
別

表
第

２
の

　
19の

項
に

お
い

て
子

に
含

ま
れ

る
も

の
と

さ
れ

る
者

を

　
含

む
。

以
下

こ
の

項
に

お
い

て
同

じ
。

）
を

養
育

す
る

　
臨

時
的

任
用

職
員

が
、

そ
の

子
の

看
護

（
負

傷
し

、
又

　
は

疾
病

に
か

か
つ

た
そ

の
子

の
世

話
を

行
う

こ
と

を
い

　
う

。
）

又
は

そ
の

子
の

母
子

保
健

法
（

昭
和

40年
法

律

　
第

141号
）

第
12条

若
し

く
は

第
13条

に
規

定
す

る
健

　
康

診
査

、
学

校
保

健
安

全
法

（
昭

和
3
3
年

法
律

第
5
6

　
号

）
第

11条
に

規
定

す
る

健
康

診
断

若
し

く
は

予
防

接

　
種

の
付

添
い

の
た

め
勤

務
し

な
い

こ
と

が
相

当
で

あ
る

　
と

認
め

ら
れ

る
場

合

え
な

い
範

囲
内

で
そ

の
都

度
必

要
と

認
め

ら
れ

る
日

又
は

時
間

８
　

前
各

号
に

定
め

る
場

合
の

ほ
か

、
警

務
課

長
が

特
に

　
必

要
と

認
め

る
場

合

必
要

と
認

め
ら

れ
る

日
又

は
時

間

　
別

表
第

２
の

４
の

項
中

「
（

昭
和

40年
法

律
第

141号
）

」
を

削
り

、
同

表
中

８
の

項
及

び
９

の
項

を
削

り
、

同
表

の
10の

項
中

「
（

昭
和

26年
大

分
県

条
例

第
35号

）
」

及
び

「
及

び
12の

項
」

を
削

り
、

同
項

を

同
表

の
８

の
項

と
し

、
同

表
中

11の
項

を
９

の
項

と
し

、
12の

項
を

削
り

、
13の

項
を

10の
項

と
す

る
。

　
第

１
号

様
式

及
び

第
２

号
様

式
中

「
印

」
を

削
る

。

　
第

２
号

様
式

の
２

中
「

㊞
」

を
削

る
。

　
第

３
号

様
式

中
「

且
つ

」
を

「
か

つ
」

に
、

「
・

選
挙

権
そ

の
他

公
民

と
し

て
の

権
利

を
行

使
す

る
場

合

　
・

風
水

震
火

災
そ

の
他

非
常

災
害

に
よ

り
交

通
が

遮
断

さ
れ

た
場

合

　
・

臨
時

的
任

用
職

員
の

親
族

が
死

亡
し

た
場

合
で

、
当

該
臨

時
的

任
用

職
員

　
　

が
葬

儀
、

服
喪

そ
の

他
の

親
族

の
死

亡
に

伴
い

必
要

と
認

め
ら

れ
る

行
事

　
　

等
の

た
め

勤
務

し
な

い
こ

と
が

相
当

で
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
と

き
　

　
　

」

を

「
　

公
民

権
行

使
、

風
水

震
火

災
等

に
よ

る
出

退
勤

困
難

、
忌

引
休

暇
、

産

　
　

前
産

後
休

暇
、

子
の

看
護

休
暇

及
び

警
務

課
長

が
特

に
必

要
と

認
め

る

　
　

場
合

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
」

に
、

「
産

前
産

後
休

暇
、

育
児

時
間

、
子

の
看

護
休

暇
」

を
「

育
児

時
間

」
に

改
め

、
「

㊞
」

を
削

る
。

　
第

４
号

様
式

及
び

第
６

号
様

式
中

「
㊞

」
を

削
る

。

　
第

７
号

様
式

中
「

印
」

を
削

る
。

　
　

　
附
　
則

　
こ

の
訓

令
は

、
令

和
３

年
４

月
１

日
か

ら
施

行
す

る
。

　

　
　

　
　

　
　

　

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
1
3
号

警
　

察
　

本
　

部
　

警
　

察
　

学
　

校
　

警
　

　
察

　
　

署
　

　
警

察
官

の
昇

任
試

験
等

に
関

す
る

規
程

（
平

成
４

年
大

分
県

警
察

本
部

訓
令

第
14号

）
等

の
一

部
を

次
の

よ
う

に
改

正
す

る
。

　
　

令
和

３
年

３
月

31日

大
分

県
警

察
本

部
長

　
竹

　
迫

　
宜

　
哉

　

　
（

警
察

官
の

昇
任

試
験

等
に

関
す

る
規

程
の

一
部

改
正

）

第
１
条

　
警

察
官

の
昇

任
試

験
等

に
関

す
る

規
程

の
一

部
を

次
の

よ
う

に
改

正
す

る
。

　
　

第
10条

第
３

項
中

「
並

び
に

育
児

休
業

の
期

間
の

２
分

の
１

の
期

間
」

を
削

る
。

　
　

第
３

号
様

式
中

「
印

」
を

削
る

。

　
（

警
視

等
の

昇
任

選
考

考
査

に
関

す
る

規
程

の
一

部
改

正
）

第
２
条

　
警

視
等

の
昇

任
選

考
考

査
に

関
す

る
規

程
（

平
成

17年
大

分
県

警
察

本
部

訓
令

甲
第

10号
）

の
一

　
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。

　
　

別
表

の
備

考
３

中
「

並
び

に
育

児
休

業
の

期
間

の
２

分
の

１
の

期
間

」
を

削
る

。

　
　

第
２

号
様

式
中

「
印

」
を

削
る

。

　
（

事
務

職
員

等
の

昇
任

選
考

考
査

等
に

関
す

る
規

程
の

一
部

改
正

）

第
３
条

　
事

務
職

員
等

の
昇

任
選

考
考

査
等

に
関

す
る

規
程

（
平

成
28年

大
分

県
警

察
本

部
訓

令
第

12号
）

　
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。

　
　

別
表

の
備

考
２

中
「

並
び

に
育

児
休

業
の

期
間

の
２

分
の

１
の

期
間

」
を

削
る

。

　
　

第
２

号
様

式
中

「
印

」
を

削
る

。

　
　

　
附
　
則

　
こ

の
訓

令
は

、
令

和
３

年
４

月
１

日
か

ら
施

行
す

る
。

　
　

　
　

　
　

　

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
1
4
号

警
　

察
　

本
　

部
　

警
　

察
　

学
　

校
　

警
　

　
察

　
　

署
　

（
警
察
本
部
訓
令
）



令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外

一
三

　
警

察
職

員
提

案
規

程
（

平
成

７
年

大
分

県
警

察
本

部
訓

令
甲

第
21号

）
は

、
廃

止
す

る
。

　
　

令
和

３
年

３
月

31日

大
分

県
警

察
本

部
長

　
竹

　
迫

　
宜

　
哉

　

　
　

　
附
　
則

　
こ

の
訓

令
は

、
令

和
３

年
３

月
31日

か
ら

施
行

す
る

。

　
　

　
　

　
　

　

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
1
6
号

警
　

察
　

本
　

部
　

警
　

察
　

学
　

校
　

警
　

　
察

　
　

署
　

　
大

分
県

警
察

文
書

管
理

規
程

（
平

成
18年

大
分

県
警

察
本

部
訓

令
甲

第
26号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改

正
す

る
。

　
　

令
和

３
年

３
月

31日

大
分

県
警

察
本

部
長

　
竹

　
迫

　
宜

　
哉

　

　
本

則
中

「
特

殊
文

書
配

付
簿

」
を

「
特

殊
文

書
配

布
簿

」
に

改
め

る
。

　
第

22条
第

３
項

中
「

配
付

」
を

「
配

布
」

に
改

め
、

同
条

第
４

項
中

「
配

付
す

る
」

を
「

配
布

す
る

」
に

改
め

、
同

条
第

５
項

中
「

配
付

先
」

を
「

配
布

先
」

に
、

「
配

付
す

る
」

を
「

配
布

す
る

」
に

改
め

る
。

　
第

23条
第

２
項

中
「

配
付

」
を

「
配

布
」

に
改

め
る

。

　
第

24条
第

１
項

中
「

配
付

を
」

を
「

配
布

を
」

に
改

め
る

。

　
第

28条
第

２
項

及
び

第
29条

中
「

配
付

」
を

「
配

布
」

に
改

め
る

。

　
第

41条
中

「
県

の
機

関
に

対
し

て
文

書
を

施
行

す
る

場
合

（
」

及
び

「
の

処
分

」
を

削
り

、
「

を
施

行
す

る
場

合
を

除
く

。
）

及
び

県
の

機
関

以
外

の
も

の
に

対
し

て
公

信
性

が
明

ら
か

な
文

書
又

は
軽

易
な

文
書

を

施
行

す
る

場
合

に
お

い
て

」
を

「
以

外
の

文
書

に
つ

い
て

」
に

改
め

る
。

　
第

56条
第

１
項

中
「

配
付

」
を

「
配

布
」

に
改

め
、

同
条

第
２

項
中

「
配

付
す

る
」

を
「

配
布

す
る

」
に

改
め

、
同

条
第

３
項

中
「

配
付

先
」

を
「

配
布

先
」

に
、

「
配

付
す

る
」

を
「

配
布

す
る

」
に

改
め

る
。

　
第

57条
第

１
項

中
「

配
付

を
」

を
「

配
布

を
」

に
改

め
、

同
条

第
２

項
中

「
配

付
」

を
「

配
布

」
に

改
め

る
。

　
第

61条
第

２
項

中
「

配
付

」
を

「
配

布
」

に
改

め
る

。

　
第

70条
中

「
県

の
機

関
に

対
し

て
文

書
を

施
行

す
る

場
合

（
」

及
び

「
の

処
分

」
を

削
り

、
「

を
施

行
す

る
場

合
を

除
く

。
）

及
び

県
の

機
関

以
外

の
も

の
に

対
し

て
公

信
性

が
明

ら
か

な
文

書
又

は
軽

易
な

文
書

を

施
行

す
る

場
合

に
お

い
て

」
を

「
以

外
の

文
書

に
つ

い
て

」
に

改
め

る
。

　
第

５
号

様
式

中
「

特
殊

文
書

配
付

簿
」

を
「

特
殊

文
書

配
布

簿
」

に
、

「
配

付
先

」
を

「
配

布
先

」
に

改

め
る

。

　
第

８
号

様
式

を
次

の
よ

う
に

改
め

る
。

第
８
号
様
式

　
削

除

　
　

　
附
　
則

　
こ

の
訓

令
は

、
令

和
３

年
４

月
１

日
か

ら
施

行
す

る
。

　
　

　
　

　
　

　

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
1
7
号

警
　

察
　

本
　

部
　

警
　

察
　

学
　

校
　

警
　

　
察

　
　

署
　

　
職

員
の

育
児

休
業

等
に

関
す

る
条

例
施

行
規

程
（

平
成

20年
大

分
県

警
察

本
部

訓
令

第
９

号
）

の
一

部
を

次
の

よ
う

に
改

正
す

る
。

　
　

令
和

３
年

３
月

31日

大
分

県
警

察
本

部
長

　
竹

　
迫

　
宜

　
哉

　

　
第

１
条

中
「

地
方

公
務

員
の

育
児

休
業

に
関

す
る

法
律

」
を

「
地

方
公

務
員

の
育

児
休

業
等

に
関

す
る

法

律
」

に
改

め
、

「
。

以
下

「
育

児
休

業
法

」
と

い
う

。
」

を
削

る
。

　
第

２
条

第
１

項
中

「
の

承
認

」
の

次
に

「
（

再
度

の
育

児
休

業
の

承
認

を
含

む
。

以
下

同
じ

。
）

」
を

、

「
所

属
長

」
の

次
に

「
を

経
由

し
て

警
務

部
警

務
課

長
」

を
加

え
、

同
条

第
２

項
を

次
の

よ
う

に
改

め
る

。

２
　

育
児

休
業

の
期

間
の

延
長

（
再

度
の

育
児

休
業

の
期

間
の

延
長

を
含

む
。

以
下

同
じ

。
）

の
請

求
を

し

　
よ

う
と

す
る

職
員

は
、

育
児

休
業

承
認

（
期

間
延

長
）

請
求

書
を

そ
の

期
間

の
末

日
の

翌
日

の
１

月
前

ま

　
で

に
、

所
属

長
を

経
由

し
て

警
務

部
警

務
課

長
に

提
出

す
る

も
の

と
す

る
。

　
第

２
条

第
３

項
中

「
承

認
」

の
次

に
「

及
び

育
児

休
業

の
期

間
の

延
長

」
を

加
え

、
同

条
第

４
項

を
削

る
。

　
第

３
条

中
「

第
３

号
様

式
」

を
「

第
２

号
様

式
」

に
改

め
、

第
９

号
を

第
10号

と
し

、
第

１
号

か
ら

第
８

号
ま

で
を

１
号

ず
つ

繰
り

下
げ

、
同

条
に

第
１

号
と

し
て

次
の

１
号

を
加

え
る

。

　
⑴

　
職

務
へ

の
復

帰
を

希
望

す
る

場
合

　
第

５
条

第
１

項
中

「
の

承
認

」
の

次
に

「
（

再
度

の
育

児
短

時
間

勤
務

の
承

認
を

含
む

。
以

下
同

じ
。

）
」

を
加

え
、

「
第

４
号

様
式

」
を

「
第

３
号

様
式

」
に

改
め

、
「

所
属

長
」

の
次

に
「

を
経

由
し

て

警
務

部
警

務
課

長
」

を
加

え
、

同
条

第
２

項
を

次
の

よ
う

に
改

め
る

。

２
　

育
児

短
時

間
勤

務
の

期
間

の
延

長
（

再
度

の
育

児
短

時
間

勤
務

の
期

間
の

延
長

を
含

む
。

以
下

同

　
じ

。
）

の
請

求
を

し
よ

う
と

す
る

職
員

は
、

育
児

短
時

間
勤

務
承

認
（

期
間

延
長

）
請

求
書

を
そ

の
期

間

　
の

末
日

の
翌

日
の

１
月

前
ま

で
に

、
所

属
長

を
経

由
し

て
警

務
部

警
務

課
長

に
提

出
す

る
も

の
と

す
る

。

（
警
察
本
部
訓
令
）



令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外

一
四

（
警
察
本
部
訓
令
）

　
第

５
条

第
３

項
中

「
承

認
」

の
次

に
「

及
び

育
児

短
時

間
勤

務
の

期
間

の
延

長
」

を
加

え
、

同
条

中
第

４

項
を

削
り

、
同

条
第

５
項

中
「

育
児

短
時

間
勤

務
承

認
」

を
「

育
児

短
時

間
勤

務
の

承
認

」
に

改
め

、
同

項

を
同

条
第

４
項

と
す

る
。

　
第

８
条

中
「

休
職

又
は

」
を

「
休

職
若

し
く

は
」

に
改

め
る

。

　
第

９
条

を
削

る
。

　
第

10条
第

１
項

中
「

第
５

号
様

式
」

を
「

第
４

号
様

式
」

に
改

め
、

同
条

を
第

９
条

と
し

、
第

11条
か

ら

第
13条

ま
で

を
１

条
ず

つ
繰

り
上

げ
る

。

　
第

１
号

様
式

中
「

㊞
」

を
削

り
、

同
様

式
の

（
注

）
を

次
の

よ
う

に
改

め
る

。

　
（

注
）

　
①

　
育

児
休

業
又

は
再

度
の

育
児

休
業

の
承

認
を

請
求

す
る

場
合

は
、

請
求

に
係

る
子

の
氏

　
　

　
　

　
　

名
、

請
求

者
と

の
続

柄
及

び
生

年
月

日
を

証
明

す
る

書
類

（
戸

籍
謄

本
・

抄
本

、
医

師
又

は

　
　

　
　

　
　

助
産

師
が

発
行

す
る

出
生

（
産

）
証

明
書

、
母

子
健

康
手

帳
の

出
生

届
出

済
証

明
書

、
官

公

　
　

　
　

　
　

署
が

発
行

す
る

出
生

届
受

理
証

明
書

等
の

い
ず

れ
か

）
を

添
付

す
る

こ
と

（
写

し
可

）
。

　
　

　
　

　
　

　
な

お
、

再
度

の
育

児
休

業
の

承
認

及
び

再
度

の
育

児
休

業
期

間
の

延
長

を
請

求
し

よ
う

と

　
　

　
　

　
　

す
る

職
員

は
、

そ
れ

を
請

求
す

る
に

至
っ

た
特

別
の

事
情

を
具

体
的

に
記

入
す

る
こ

と
。

　
　

　
　

　
②

　
備

考
欄

に
は

、
ア

請
求

に
係

る
子

以
外

に
３

歳
に

満
た

な
い

子
を

養
育

す
る

場
合

（
当

該

　
　

　
　

　
　

請
求

に
係

る
子

の
出

生
の

日
か

ら
57日

間
に

、
職

員
（

当
該

期
間

内
に

産
後

休
暇

（
職

員
の

　
　

　
　

　
　

休
日

休
暇

及
び

勤
務

時
間

等
に

関
す

る
条

例
第

12条
第

２
項

に
掲

げ
る

場
合

に
お

け
る

休
暇

　
　

　
　

　
　

を
い

う
。

）
に

よ
り

勤
務

し
な

か
っ

た
職

員
を

除
く

。
）

が
当

該
請

求
に

係
る

子
に

つ
い

て

　
　

　
　

　
　

最
初

の
育

児
休

業
を

す
る

場
合

を
除

く
。

）
に

お
い

て
は

そ
の

氏
名

、
請

求
者

と
の

続
柄

及

　
　

　
　

　
　

び
生

年
月

日
、

イ
請

求
に

係
る

子
が

養
子

の
場

合
に

お
い

て
は

養
子

縁
組

の
効

力
が

生
じ

た

　
　

　
　

　
　

日
、

ウ
請

求
に

係
る

子
以

外
の

子
に

つ
い

て
現

に
育

児
休

業
の

承
認

を
受

け
て

い
る

場
合

に

　
　

　
　

　
　

お
い

て
は

そ
の

旨
並

び
に

当
該

承
認

に
係

る
子

の
氏

名
及

び
当

該
承

認
の

請
求

に
係

る
期

間

　
　

　
　

　
　

等
に

つ
い

て
記

入
す

る
こ

と
。

　
第

２
号

様
式

を
削

る
。

　
第

３
号

様
式

中
「

第
11条

」
を

「
第

10条
」

に
、

「
警

務
部

警
務

課
長

　
　

殿
」

を
「

　
　

　
　

　
　

　

　
　

殿
」

に
改

め
、

「
㊞

」
を

削
り

、
「

□
　

産
前

の
休

暇
を

取
得

し
た

。
」

を
「

□
　

職
務

へ
の

復
帰

を

　
□

　
産

前
の

休
暇

を
取

希
望

す
る

。

得
し

た
。

　
」

に
改

め
、

「
□

　
託

児
で

き
る

よ
う

に
な

っ
た

。
」

を
削

り
、

同
様

式
の

（
注

）
を

次
の

よ

う
に

改
め

る
。

　
（

注
）

　
①

　
育

児
休

業
又

は
育

児
短

時
間

勤
務

の
失

効
又

は
終

了
の

届
出

に
あ

っ
て

は
所

属
長

を
経

由

　
　

　
　

　
　

し
て

警
務

部
警

務
課

長
に

、
部

分
休

業
の

失
効

又
は

終
了

の
届

出
に

あ
っ

て
は

所
属

長
に

提

　
　

　
　

　
　

出
す

る
こ

と
。

　
　

　
　

　
②

　
該

当
す

る
□

に
レ

印
を

記
入

す
る

こ
と

。

　
第

３
号

様
式

を
第

２
号

様
式

と
す

る
。

「

　
第

４
号

様
式

中
「

㊞
」

を
削

り
、

週
　

　
時

間
勤

務

（
法

第
10条

第
１

項
□

　
第

１
号

　
□

　
第

２
号

□
　

第
３

号

□
　

第
４

号
　

□
　

第
５

号
の

」

「
週

　
　

時
間

勤
務

勤
務

形
態

）
を

　
地

方
公

務
員

の
育

児
休

業
等

に
関

す
る

法
律

第
10条

第
１

項

　
□

　
第

１
号

　
□

　
第

２
号

　
□

　
第

３
号

　
□

　
第

４
号

　
□

　
第

５
号

　
の

勤
務

」
形

態

に
改

め
、

同
様

式
の

（
注

）
を

次
の

よ
う

に
改

め
る

。

　
（

注
）

　
①

　
育

児
短

時
間

勤
務

又
は

再
度

の
育

児
短

時
間

勤
務

の
承

認
を

請
求

す
る

場
合

は
、

請
求

に

　
　

　
　

　
　

係
る

子
の

氏
名

、
請

求
者

と
の

続
柄

及
び

生
年

月
日

を
証

明
す

る
書

類
（

戸
籍

謄
本

・
抄

　
　

　
　

　
　

本
、

医
師

又
は

助
産

師
が

発
行

す
る

出
生

（
産

）
証

明
書

、
母

子
健

康
手

帳
の

出
生

届
出

済

　
　

　
　

　
　

証
明

書
、

官
公

署
が

発
行

す
る

出
生

届
受

理
証

明
書

等
の

い
ず

れ
か

）
を

添
付

す
る

こ
と

　
　

　
　

　
　

（
写

し
可

）
。

　
　

　
　

　
　

　
な

お
、

再
度

の
育

児
短

時
間

勤
務

の
承

認
を

請
求

し
よ

う
と

す
る

職
員

は
、

そ
れ

を
請

求

　
　

　
　

　
　

す
る

に
至

っ
た

特
別

の
事

情
を

具
体

的
に

記
入

す
る

こ
と

。

　
　

　
　

　
②

　
備

考
欄

に
は

、
(ｱ

)請
求

に
係

る
子

以
外

に
小

学
校

就
学

前
の

子
を

養
育

す
る

場
合

に
お

　
　

　
　

　
　

い
て

は
そ

の
氏

名
、

請
求

者
と

の
続

柄
及

び
生

年
月

日
、

(ｲ
)請

求
に

係
る

子
が

養
子

の
場

　
　

　
　

　
　

合
に

お
い

て
は

養
子

縁
組

の
効

力
が

生
じ

た
日

、
(ｳ

)請
求

に
係

る
子

以
外

の
子

に
つ

い
て

　
　

　
　

　
　

現
に

育
児

休
業

又
は

育
児

短
時

間
勤

務
の

承
認

を
受

け
て

い
る

場
合

に
お

い
て

は
そ

の
旨

並

　
　

　
　

　
　

び
に

当
該

承
認

に
係

る
子

の
氏

名
及

び
当

該
承

認
の

請
求

に
係

る
期

間
等

に
つ

い
て

記
入

す

　
　

　
　

　
　

る
こ

と
。

　
第

４
号

様
式

を
第

３
号

様
式

と
す

る
。

　
第

５
号

様
式

の
（

表
）

中
「

第
10条

」
を

「
第

９
条

」
に

改
め

、
「

㊞
」

を
削

り
、

同
様

式
の

（
裏

）
中



令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外

一
五

（
警
察
本
部
訓
令
）

「
「

請
求

者

印

所
属

長

印
を

請
求

者
所

属
長

に
改

め
、

同
様

式
を

第
４

号
様

式
と

す

」
」

る
。

　
　

　
附
　
則

　
こ

の
訓

令
は

、
令

和
３

年
４

月
１

日
か

ら
施

行
す

る
。

　
　

　
　

　
　

　

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
1
8
号

警
　

察
　

本
　

部
　

警
　

察
　

学
　

校
　

警
　

　
察

　
　

署
　

　
大

分
県

警
察

人
材

活
用

支
援

セ
ン

タ
ー

の
設

置
及

び
運

用
に

関
す

る
規

程
（

平
成

28年
大

分
県

警
察

本
部

訓
令

第
13号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。

　
　

令
和

３
年

３
月

31日

大
分

県
警

察
本

部
長

　
竹

　
迫

　
宜

　
哉

　

「
「

　
第

１
号

様
式

中
性

別
男

・
女

」
を

」
に

改
め

る
。

　
　

　
附
　
則

　
こ

の
訓

令
は

、
令

和
３

年
４

月
１

日
か

ら
施

行
す

る
。

　
　

　
　

　
　

　

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
1
9
号

警
　

察
　

本
　

部
　

警
　

察
　

学
　

校
　

警
　

　
察

　
　

署
　

　
大

分
県

警
察

の
特

別
職

非
常

勤
職

員
及

び
会

計
年

度
任

用
職

員
の

管
理

に
関

す
る

規
程

（
令

和
２

年
大

分

県
警

察
本

部
訓

令
第

26号
）

の
一

部
を

次
の

よ
う

に
改

正
す

る
。

　
　

令
和

３
年

３
月

31日

大
分

県
警

察
本

部
長

　
竹

　
迫

　
宜

　
哉

　

　
第

５
条

第
３

項
中

「
５

年
を

超
え

て
引

き
続

き
任

用
さ

れ
よ

う
と

す
る

」
を

「
同

号
の

規
定

に
よ

り
引

き

続
い

て
５

年
間

任
用

さ
れ

た
」

に
改

め
、

同
条

第
５

項
第

５
号

中
「

住
民

票
」

の
次

に
「

の
写

し
」

を
加

え
、

同
条

第
８

項
中

「
署

名
押

印
し

た
」

を
「

署
名

し
た

」
に

改
め

る
。

　
別

表
第

１
中

４
の

項
を

５
の

項
と

し
、

３
の

項
を

４
の

項
と

し
、

２
の

項
を

３
の

項
と

し
、

１
の

項
の

次

に
次

の
よ

う
に

加
え

る
。

２
　

風
水

震
火

災
そ

の
他

非
常

災
害

に
よ

る
交

通
遮

断
又

　
は

交
通

機
関

の
事

故
等

に
際

し
て

、
退

勤
途

上
に

お
け

　
る

身
体

の
危

険
を

回
避

す
る

た
め

勤
務

し
な

い
こ

と
が

　
や

む
を

得
な

い
と

認
め

ら
れ

る
場

合

必
要

と
認

め
ら

れ
る

日
又

は
時

間

　
別

表
第

１
に

次
の

よ
う

に
加

え
る

。

６
　

前
各

項
に

定
め

る
場

合
の

ほ
か

、
警

務
課

長
が

特
に

　
必

要
と

認
め

る
場

合

必
要

と
認

め
ら

れ
る

日
又

は
時

間

　
第

１
号

様
式

中
「

㊞
」

を
削

る
。

　
第

２
号

様
式

中
「

印
」

を
削

る
。

　
第

５
号

様
式

及
び

第
６

号
様

式
中

「
㊞

」
を

削
る

。

　
第

７
号

様
式

中
「

印
」

を
削

る
。

　
第

８
号

様
式

中

「
６

　
報

酬
／

給
与

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

円
と

す
る

。

　
（

任
期

の
途

中
で

改
定

さ
れ

る
こ

と
が

あ
る

。
）

」
を

「
６

　
報

酬
／

給
与

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
円

と
す

る
。

」
に

、

「
８

　
手

　
当

　
等

　
通

勤
費

用
の

弁
償

、
期

末
手

当
（

※
支

給
に

お
い

て
必

要
な

要
件

を
満

た
し

て
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
い

る
場

合
に

限
る

。
）

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
」

を

「
８

　
手

　
当

　
等

　
通

勤
費

用
の

弁
償

、
期

末
手

当
（

※
支

給
に

お
い

て
必

要
な

要
件

を
満

た
し

て
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
い

る
場

合
に

限
る

。
）

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
（

任
期

の
途

中
で

報
酬

・
給

料
及

び
手

当
等

額
が

改
定

さ
れ

る
こ

と
が

あ
る

。
）

」

に
、

「
・

風
水

震
火

災
そ

の
他

非
常

災
害

に
よ

る
交

通
遮

断
又

は
交

通
機

関
の

　
　

事
故

等
に

よ
り

出
勤

す
る

こ
と

が
著

し
く

困
難

と
認

め
ら

れ
る

場
合

　
・

選
挙

権
そ

の
他

公
民

と
し

て
の

権
利

を
行

使
す

る
場

合
及

び
裁

判
員

　
　

等
と

し
て

国
会

、
裁

判
所

、
地

方
公

共
団

体
の

議
会

そ
の

他
官

公
署

　
　

へ
出

頭
す

る
場

合
で

、
そ

の
勤

務
し

な
い

こ
と

が
や

む
を

得
な

い
と

　
　

認
め

ら
れ

る
と

き
。

を



令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外

一
六

○
正
　
　
　
　
　
誤

　
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
付
け
大
分
県
報
号
外
（
三
〇
）
に
登
載
の
大
分
県
警
察
本
部
告
示
第
十
九
号

（
口
頭
に
よ
り
開
示
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
個
人
情
報
を
定
め
る
告
示
）
中
の
訂
正

ペ
ー
ジ

段

行

誤

正

五
三

下

右
か
ら
十
五

終
了

修
了

　
　
　
　
　
　
　

　
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
付
け
大
分
県
報
号
外
（
六
九
）
に
登
載
の
大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
十
二
号

（
事
務
職
員
等
の
昇
任
選
考
考
査
等
に
関
す
る
規
程
の
制
定
）
中
の
訂
正

　
・

会
計

年
度

任
用

職
員

の
親

族
が

死
亡

し
た

場
合

で
、

当
該

会
計

年
度

　
　

任
用

職
員

が
葬

儀
、

服
喪

そ
の

他
の

親
族

の
死

亡
に

伴
い

必
要

と
認

　
　

め
ら

れ
る

行
事

等
の

た
め

勤
務

し
な

い
こ

と
が

相
当

で
あ

る
と

認
め

　
　

ら
れ

る
と

き
。

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

」

「
風

水
震

火
災

等
に

よ
る

出
退

勤
困

難
、

公
民

権
行

使
、

官
公

署
出

頭
、

　
忌

引
休

暇
及

び
警

務
課

長
が

特
に

必
要

と
認

め
る

場
合

　
　

　
　

　
　

」
に

、
「

且
つ

」
を

「
か

つ
」

に

改
め

、
「

㊞
」

を
削

る
。

　
第

９
号

様
式

中
「

㊞
」

を
削

る
。

　
第

11号
様

式
中

「
印

」
を

削
る

。

　
第

12号
様

式
中

「
㊞

」
を

削
る

。

　
第

13号
様

式
中

「
印

」
を

削
る

。

　
第

15号
様

式
中

「
㊞

」
を

削
り

、
同

様
式

の
（

注
１

）
を

次
の

よ
う

に
改

め
る

。

　
（

注
１

）
　

育
児

休
業

及
び

再
度

の
育

児
休

業
の

承
認

を
請

求
す

る
場

合
は

、
請

求
に

係
る

子
の

氏
名

、

　
　

　
　

　
請

求
者

と
の

続
柄

及
び

生
年

月
日

を
証

明
す

る
書

類
（

戸
籍

謄
本

・
抄

本
、

医
師

又
は

助
産

師

　
　

　
　

　
が

発
行

す
る

出
生

（
産

）
証

明
書

、
母

子
健

康
手

帳
の

出
生

届
出

済
証

明
書

、
官

公
署

が
発

行

　
　

　
　

　
す

る
出

生
届

受
理

証
明

書
等

の
い

ず
れ

か
）

を
添

付
す

る
こ

と
（

写
し

可
）

。

　
　

　
　

　
　

な
お

、
再

度
の

育
児

休
業

の
承

認
及

び
再

度
の

育
児

休
業

の
期

間
の

延
長

を
請

求
し

よ
う

と

　
　

　
　

　
す

る
職

員
は

、
そ

れ
を

請
求

す
る

に
至

っ
た

特
別

の
事

情
を

具
体

的
に

記
入

す
る

こ
と

。

　
第

16号
様

式
を

削
り

、
第

17号
様

式
を

第
16号

様
式

と
す

る
。

　
　

　
附
　
則

　
こ

の
訓

令
は

、
令

和
３

年
４

月
１

日
か

ら
施

行
す

る
。

　

（
警
察
本
部
訓
令
・
正
誤
）

ペ
ー
ジ

段

行

誤

正

九

上

右
か
ら
九

技
術

職
員

昇
任

選
考

審
査

技
術

職
員

課
長

補
佐

昇
任

選
考

審
査


